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１ 行政機構と事務分掌等

環境総務課

（１）部内事務の企画管理調整に関すること。

（２）大牟田･荒尾清掃施設組合に関すること。

（３）環境審議会に関すること。

環境保全課

（１）低炭素社会及び自然共生社会の形成の推進に関すること。

（２）環境基本計画に関すること。

（３）環境基準の維持及び達成に関すること。

（４）公害に係る調査、指導及び規制に関すること。

（５）大気汚染監視施設の運営及び維持管理に関すること。

（６）空き地に関する対策の実施に関すること。

（７）空き地及び空家等対策審議会に関すること。

（８）自然環境調査研究専門委員に関すること。

環境部

環境業務課

（１）一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

（２）一般廃棄物の資源化に関すること。

（３）清掃施設（一般廃棄物処理施設及び清掃事務所を除く。）及び車両の維持

管理に関すること。

（４）清掃に関する知識の普及啓発に関すること。

（５）ごみ散乱防止に関すること。

（６）清掃事務所の総合調整に関すること。

（７）一般廃棄物の不法投棄対策に関すること。

（８）浄化槽に関すること。

（９）ごみ散乱防止基本計画策定委員会に関すること。

（10）循環型社会の形成の推進に関すること。

（11）一般廃棄物処理計画に関すること。

（12）一般廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。
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第一清掃事務所

（１）第一清掃事務所の管理運営に関すること。

（２）ごみ収集車両の維持管理に関すること。

第二清掃事務所

（１）第二清掃事務所の管理運営に関すること。

（２）し尿中継所及びし尿収集車両の維持管理に関すること。

環境施設課

（１）一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。

大牟田・荒尾清掃施設組合 事 務 局

（構成：大牟田市・荒尾市） 大牟田･荒尾 RDF センター（可燃ごみの処理）

（令和５年３月 31日現在）


